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五

信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
用
金
庫
連
合
会
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の

基
準
と
し
て
定
め
る
流
動
性
に
係
る
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
二
十
六
年
金
融
庁
告
示
第
五
十
九
号
）

改

正

案

現

行

第
四
十
八
条

（
略
）

第
四
十
八
条

（
略
）

２

前
項
の
「
資
金
提
供
義
務
に
基
づ
く
所
要
貸
出
額
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
額

２

前
項
の
「
資
金
提
供
義
務
に
基
づ
く
所
要
貸
出
額
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
額

の
合
計
額
を
い
う
。

の
合
計
額
を
い
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

信
用
金
庫
連
合
会
又
は
連
結
子
法
人
等
が
基
準
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
す

二

信
用
金
庫
連
合
会
又
は
連
結
子
法
人
等
が
基
準
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
間
に
、
金
融
機
関
等
以
外
の
者
と
の
間
の
契
約
に
基
づ
き
当
該

る
日
ま
で
の
間
に
、
金
融
機
関
等
以
外
の
者
と
の
間
の
契
約
に
基
づ
き
当
該

者
に
対
し
て
貸
し
付
け
る
義
務
を
負
う
金
銭
の
額
（
前
各
節
に
定
め
る
も
の

者
に
対
し
て
貸
し
付
け
る
義
務
を
負
う
金
銭
の
額
（
前
各
節
に
定
め
る
も
の

を
除
く
。
）
の
合
計
額
か
ら
、
当
該
者
か
ら
の
第
六
十
五
条
第
二
項
に
規
定

を
除
く
。
）
の
合
計
額
か
ら
、
当
該
者
か
ら
の
第
六
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
貸
付
金
等
回
収
額
の
合
計
額
に
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
て
得
た
額
を

す
る
貸
付
金
等
の
回
収
に
係
る
資
金
流
入
額
の
合
計
額
に
五
十
パ
ー
セ
ン
ト

減
じ
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
零
と
す
る
。
）

を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
零
と
す
る
。
）

（
有
担
保
資
金
運
用
等
に
係
る
資
金
流
入
額
）

（
有
担
保
資
金
運
用
等
に
係
る
資
金
流
入
額
）

第
六
十
三
条

（
略
）

第
六
十
三
条

（
略
）

２

前
項
の
「
担
保
交
換
に
係
る
資
金
流
入
額
」
と
は
、
レ
ポ
形
式
の
取
引
等
又

２

前
項
の
「
担
保
交
換
に
係
る
資
金
流
入
額
」
と
は
、
レ
ポ
形
式
の
取
引
等
又

は
中
央
銀
行
有
担
保
資
金
取
引
の
う
ち
担
保
交
換
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
中
央
銀
行
有
担
保
資
金
取
引
の
う
ち
担
保
交
換
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て

、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
引
に
つ
い
て
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額

、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
引
に
つ
い
て
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額

を
減
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
は
、
零
と
し
、
カ
バ
ー
ド
・

を
減
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
は
、
零
と
す
る
。
）
の
合
計
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シ
ョ
ー
ト
・
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
取
引
に
つ
い
て
も
同
様

額
を
い
う
。

と
す
る
。
）
の
合
計
額
を
い
う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）


